
ネーミングライツ事業実施申請

対象施設決定

募集要項（公募条件等）決定

公募開始（ホームページ掲載）

命名権者決定に係る審議

（命名権者、別称、契約期間、命名権料 等）

契約の締結

ホームページでの公表

命名権料の納入

別称等の表示（看板の設置等）

別称等の使用開始

大学
HP等での周知 応募期間

東京学芸大学 ネーミングライツ事業 フロー図
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